
様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.１

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所

入札 (開札 )年月日

質問受理日 1月22日

回　答　日 1月26日

所 属 名

電 話 番 号

回　　答　　事　　項
１　マンホールの箇所のリスト等の詳細資料は受注者と協議を行う際に必要に応じて提供し
　　ます。

２　点検費用もすべて本業務に含まれます。また点検業務の発注の際は、打合せ簿で受注者
　　が発議し、発注者がそれを確認し承認します。

３　原則、ご認識のとおりで問題ありませんが、必要に応じてその他の場所も含め、詳細箇
　　所や作業のタイミングは発注者が指示します。

回 答 担 当 所 属
水道施設課

　　０８３　―　９２２　―　０３１１

内容質問回答書

朝田浄水場等維持管理業務

山口市内

　　令和　８年　２月１２日

質　　問　　事　　項
特記仕様書
　第2条(2)⑤　導水管及び送水管路の管路点検で新ルートが追加となりましたが、マンホー
　　　　　　　ルの箇所のリストをご提示頂けますでしょうか。

　第2条(7)③　次亜塩生成装置の酸洗をメーカー指定業者で行う発注、監督業務を行うこと
　　　　　　　とありますが、点検費用の請求はどのようになりますでしょうか。また、ご
　　　　　　　承認はどのような流れになりますでしょうかご教示願います。

　第2条(8)③　なお、清掃及び除草の詳細箇所は別途発注者から指示をするとありますが、
　　　　　　　各配水池･末端監視所の進入路・側溝の範囲との認識でよろしいでしょうか、
　　　　　　　また、作業はどのようなタイミングで指示されるのでしょうか、ご教示願い
　　　　　　　ます。


